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合併協議会だより�合併協議会だより�

　
七
月
二
十
八
日（
木
）に
、
ロ
イ
ヤ
ル
胎
内
パ
ー
ク
ホ
テ

ル
に
お
い
て
、
中
条
町
・
黒
川
村
合
併
協
議
会
第
十
回
会

議
が
開
催
さ
れ
、
胎
内
市
の
市
長
職
務
執
行
者
に
、
布
川

陽
一
黒
川
村
長
が
選
任
さ
れ
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。�

　
市
長
職
務
執
行
者
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
に
お
い
て
、

両
町
村
長
の
協
議
に
よ
り
定
め
る
こ
と
と
規
定
さ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
市
長
職
務
執
行
者
に
な
っ
た
者
が
、
現
職

の
ま
ま
新
市
の
首
長
選
挙
に
立
候
補
で
き
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。�

　
六
月
二
十
四
日
、
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
両
町
村
長
が

市
長
職
務
執
行
者
を
選
任
す
る
協
議
を
行
い
、
布
川
村
長

が
選
任
さ
れ
ま
し
た
。�

　
な
お
、
市
長
職
務
執
行
者
は
、
合
併
日
か
ら
市
長
が
選

出
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
職
員
の
任
免
や
暫
定
予
算
（
※
）

の
調
製
・
執
行
な
ど
の
職
務
を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。�

※
暫
定
予
算
と
は�

　
暫
定
予
算
と
は
、
地
方
自
治
法
二
一
八
条
に
定
め
ら
れ
て

い
る
臨
時
的
な
会
計
上
の
措
置
で
、
一
会
計
年
度
中
の
一
定

期
間
に
お
い
て
必
要
最
小
限
度
の
経
費
の
支
出
を
可
能
に
さ

せ
る
予
算
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。�

市長職務執行者に選任された布川村長が挨拶�
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第
10
回
協
議
内
容�

【
報
告
事
項
】�

◇
報
告
第
十
二
号�

　
新
市
に
お
け
る
事
務
組
織
及
び
機
構

　
の
整
備
方
針
の
変
更
に
つ
い
て�

　
第
８
回
会
議
に
提
示
さ
れ
た
胎
内
市

の
事
務
組
織
に
つ
い
て
、
市
長
部
局
に

二
係
（
車
輌
管
理
係
、
福
祉
庶
務
係
）、

教
育
長
部
局
に
一
係
（
給
食
セ
ン
タ
ー

係
）
を
追
加
し
、
こ
れ
に
係
る
整
備
方

針
の
一
部
を
変
更
し
た
こ
と
が
報
告
さ

れ
ま
し
た
。�

◇
報
告
第
十
三
号�

　
指
定
金
融
機
関
の
内
定
に
つ
い
て�

　
指
定
金
融
機
関
の
取
扱
い
に
つ
い
て

は
、
両
町
村
の
例
を
基
本
に
一
つ
の
金

融
機
関
を
指
定
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

て
い
ま
し
た
。
両
町
村
の
現
行
の
金
融

機
関
と
協
議
を
行
っ
た
結
果
、
株
式
会

社
北
越
銀
行
を
新
市
の
指
定
金
融
機
関

に
内
定
し
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
ま
し
た
。�

◇
報
告
第
十
四
号�

　
合
併
協
定
書
に
お
け
る
要
調
整
項
目

　
の
具
体
的
調
整
内
容
に
つ
い
て�

　
合
併
協
定
書
の
方
針
に
お
い
て
、「
合

併
時
ま
で
に
調
整
す
る
」
や
「
合
併
時

に
両
町
村
の
例
に
よ
り
統
合
す
る
」
な

ど
と
し
て
い
た
事
項
に
つ
い
て
、
具
体

的
に
調
整
さ
れ
た
内
容
が
報
告
さ
れ
ま

し
た
。�

◇
報
告
第
十
五
号�

　
市
長
職
務
執
行
者
の
選
任
に
つ
い
て�

　
胎
内
市
の
市
長
職
務
執
行
者
に
は
、

地
方
自
治
法
に
基
づ
く
両
町
村
長
協
議

に
よ
り
布
川
陽
一
村
長
が
選
任
さ
れ
ま

し
た
。�

�

【
協
議
事
項
】�

◇
議
案
第
十
五
号�

　
行
政
制
度
調
整
「
調
整
方
針
等
の
変

　
更
」
に
つ
い
て
（
そ
の
３
）
（
確
認
）�

　
原
案
の
と
お
り
確
認
さ
れ
ま
し
た
。�

（
介
護
保
険
料
）�

・
督
促
手
数
料
に
つ
い
て
、
合
併
時
に

　
中
条
町
の
例
に
よ
り
統
一
す
る
。�

◇
議
案
第
十
六
号�

　
中
条
町
・
黒
川
村
合
併
協
議
会
の
廃

　
止
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
（
確
認
）�

　
合
併
に
関
す
る
協
議
及
び
新
市
建
設

計
画
策
定
並
び
に
そ
の
事
務
の
一
切
が

完
了
し
た
こ
と
に
伴
い
、
２
町
村
の
合

併
の
前
日
（
平
成
十
七
年
八
月
三
十
一

日
）
を
も
っ
て
、
協
議
会
を
廃
止
す
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。�

　
な
お
、
協
議
会
の
廃
止
に
あ
た
っ
て

は
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
関
係

す
る
町
村
議
会
の
議
決
が
必
要
と
な
る

こ
と
か
ら
、
中
条
町
議
会
で
は
八
月
九

日
、
黒
川
村
議
会
で
は
八
月
五
日
に
そ

れ
ぞ
れ
合
併
協
議
会
廃
止
議
案
が
可
決

さ
れ
ま
し
た
。�

　平成15年度から約20ヶ月にわたり協議を続けてきた合併協議会は、所定の協議を�
終了したことにより合併の前日をもって廃止することを確認しました。�

20ヶ月にわたる合併協議終了�
－中条町・黒川村合併協議会解散へ－�

胎 内 市 に 向 け て �
副会長　黒川村長　布川陽一　�

�
　中条町と黒川村が合併の協議を始めてから

１年８ヶ月、振り返ってみますと、全てが順

調にきたわけではなく、様々な意見があり、

難航した時期もありました。�

　両町村の住民の皆様のご理解、ご協力はも

とより、合併協議会委員、両町村の議会議員

の皆様をはじめ、多くの関係者に深く感謝申

し上げます。�

　お互いの歴史の中で、四季折々の美しい自

然に彩られ、飯豊連峰を源とする母なる川、

胎内川という恵の恩恵を受け、それぞれの町

村が発展してきたわけですが、今後は「胎内市」

として発展することを祈念して、ご挨拶とい

たします。�

会長　中条町長　丸岡隆二　�
�
　この度、合併の諸準備も整い、合併協議会
がその役目を無事終えることができましたこ
とは、ひとえに関係各位のご尽力並びに住民
の皆様のご理解の賜であり、心より感謝申し
上げます。�
　合併は、真の豊かさを実現するための手段
であり、両町村がもつ特性や資源を活用し、
新しいまちづくりを行うことが目的であります。�
　お互いの伝統や歴史、文化を継承し、お互
いを尊重しながらともに手をとり、新たな歴
史の１ページを開かなくてはなりません。�
　胎内市民の皆様にとって、合併して良かっ
たと深く実感していただける夢のあるまちづ
くり「自然が活きる、人が輝く、交流のまち・
胎内市」の実現を目指して邁進することを祈
っております。�
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○平成17年度�
平成17年 �

平成17年 �
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平成17年 �

平成17年�

平成17年 �

（以下、予定）�

平成17年�

平成17年�

平成17年�

�

11月13日�

11月13日�

11月17日�

11月27日�

12月�

12月18日�

12月25日�

12月25日�

 １月28日�

 １月�

 ２月26日�

 ３月４日�

 ３月26日�

　�

 ４月28日�

 ５月24日�

 ５月26日�

 ６月30日�

 ７月14日�

 ７月�

 ８月25日�

 ９月７日�

 ９月17日�

 ９月17日�

10月13日�

11月12日�

12月22日�

 ２月３日�

 ２月15日�

 ２月�

 ３月１日�

 ３月８日�

 ３月15日�

 ３月25日�

　�

 ５月30日�

 ６月21日�

 ６月28日�

 ７月15日�

 ７月21日�

 ７月28日�

 �

 ８月21日�

 ８月23日�

 ９月１日�

�

中条町・黒川村町村合併研究会を設置�

第１回町村合併研究会を開催�

第２回町村合併研究会を開催�

第３回町村合併研究会を開催�

住民説明会を開催�

第４回町村合併研究会を開催�

中条町・黒川村任意合併協議会を設置�

第１回中条町・黒川村任意合併協議会を開催�

第２回中条町・黒川村任意合併協議会を開催�

新市建設計画基礎調査（まちづくりアンケート）を実施�

第３回中条町・黒川村任意合併協議会を開催�

新潟県合併重点支援地域指定�

第４回中条町・黒川村任意合併協議会を開催�

　�

第５回中条町・黒川村任意合併協議会を開催�

第６回中条町・黒川村任意合併協議会を開催�

「市町村の合併の特例に関する法律」の一部改正�

第７回中条町・黒川村任意合併協議会を開催�

第８回中条町・黒川村任意合併協議会を開催�

住民説明会を開催�

第９回中条町・黒川村任意合併協議会を開催�

中条町議会「中条町・黒川村合併協議会設置議案」を可決�

黒川村議会「中条町・黒川村合併協議会設置議案」を可決�

中条町・黒川村合併協議会（法定協議会）を設置�

第１回中条町・黒川村合併協議会を開催�

第２回中条町・黒川村合併協議会を開催�

第３回中条町・黒川村合併協議会を開催�

第４回中条町・黒川村合併協議会を開催�

第５回中条町・黒川村合併協議会を開催�

住民説明会を開催�

合併協定調印式を挙行�

中条町議会並びに黒川村議会「廃置分合議案」を可決�

新潟県知事へ廃置分合（合併）申請�

第６回中条町・黒川村合併協議会を開催�

　�

第７回中条町・黒川村合併協議会を開催�

第８回中条町・黒川村合併協議会を開催�

第９回中条町・黒川村合併協議会を開催�

新潟県議会「廃置分合議案」を可決�

廃置分合の県知事決定（総務省へ届出）�

第１０回中条町・黒川村合併協議会を開催�

 �

中条町閉町記念式典�

黒川村閉村記念式典�

胎内市施行�
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今回をもちまして合併協議会だよりは�
最終号となりました。長期間ご覧いた�
だきありがとうございました。�

中条町・黒川村合併協議会事務局�
〒959-2693　中条町新和町2番10号（中条町役場内）�
TEL 0254-43-6327　 FAX 0254-43-6328�

E-mail　hokubugo@iplus.jp�
URL：http://www.town.nakajo.niigata.jp/gappei/

胎内市誕生まで�

あと20日です�
（平成17年８月12日時点）�

　
第
九
回
会
議
に
お
い
て
決
定
し

た
胎
内
市
『
市
章
』
の
作
者
で
あ

る
片
桐
慎
一
郎
さ
ん
（
新
潟
市
在

住
）
に
最
優
秀
賞
の
贈
呈
が
行
わ

れ
ま
し
た
。�

受
賞
者
の
声�

　
こ
の
よ
う
な
賞
を
い
た
だ
き
、

た
い
へ
ん
光
栄
に
思
っ
て
お
り

ま
す
。�

　
こ
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
青
は
日

本
海
、
緑
は
櫛
形
・
飯
豊
に
代

表
さ
れ
る
豊
か
な
自
然
、
白
い

三
日
月
は
母
な
る
胎
内
川
、
オ

レ
ン
ジ
色
の
小
円
は
勢
い
よ
く

上
昇
す
る
朝
日
を
意
味
し
ま
す
。�

　
私
の
デ
ザ
イ
ン
が
意
味
し
て

い
ま
す
よ
う
な
豊
か
な
自
然
と
、

　
　
　
　
そ
こ
に
住
む
人
々
が

　
　
　
　
安
心
し
て
暮
ら
し
て

　
　
　
　
い
け
る
よ
う
な
地
域

　
　
　
　
に
な
っ
て
い
た
だ
き

　
　
　
　
た
い
と
思
い
ま
す
。�

胎内市『市章』デザイン最優秀賞の贈呈�

お　知　ら　せ�

　
平
成
十
七
年
三
月
の
中
条

町
・
黒
川
村
に
よ
る
合
併
申

請
に
基
づ
き
、
七
月
十
五
日

に
新
潟
県
議
会
（
写
真
）
に

お
い
て
、
両
町
村
の
廃
置
分

合
（
合
併
）
議
案
が
可
決
さ

れ
ま
し
た
。�

　
七
月
二
十
一
日
に
は
新
潟

県
知
事
の
決
定
が
な
さ
れ
、

同
日
付
け
で
総
務
大
臣
へ
届

出
が
行
わ
れ
ま
し
た
。�

　
こ
の
後
、
総
務
大
臣
告
示

に
よ
り
法
律
に
基
づ
く
手
続

き
は
全
て
完
了
し
、
九
月
一

日
、
胎
内
市
が
誕
生
し
ま
す
。�

　
先
日
発
行
し
た
『
胎
内

市
役
所
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
』

で
は
、
具
体
的
調
整
内
容

も
盛
り
込
ん
で
、
新
市
の

制
度
を
ご
案
内
し
て
い
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ

さ
い
。�

◇
法
手
続
き
も
ま
も
な
く
完
了�

◇
胎
内
市
役
所�

　
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク�

　
　
　
に
つ
い
て�

１．登記の管轄について�

　合併に伴う不動産登記及び商業・法人登記の
管轄区域の変更はありませんので、各種登記の
申請を始め、登記事項証明書、地図の写し、印
鑑証明書の交付等の登記事務は従来どおり新発
田支局で取扱います。�

２．不動産登記簿の所有者、抵当権者の住所の
　表示について�

　所有者、抵当権者の住所の表示については、
不動産登記規則の規定により新市名（胎内市）
に変更されたものとみなされますので、変更手
続きの必要はありません。�

３．不動産登記簿の所在欄、商業・法人登記簿
　の本店・支店欄及び役員等の住所の表示につ
　いて�

　不動産登記簿の所在欄、商業・法人登記簿の
本店・支店欄及び役員等の住所の表示については、
法務局で新市名（胎内市）への変更を行います
ので、変更手続きの必要はありません。�

【お問い合わせ先】新潟地方法務局新発田支局�
〒957-8503 新発田市新富町１丁目１番20号�
　　　　　　TEL 0254－24－7101

合併に伴う登記事務の取扱いについて�
（法務局からお知らせ）�


